
東京電力ホールディングス（株）　福島第二原子力発電所

平成２９年　２月　１日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

該当なし

該当なし

該当なし

5   件

NO. 号機等 不適合件名 グレード 備考

1 2号機
残留熱除去機器冷却系（Ａ）流量指示検出スイッチにおいて、指示不良（ポンプ停止中にもか
かわらず流量計が３００㎥/hを指示）が認められたため、当該流量指示検出スイッチを点検・
修理。

ＧⅢ

2 3号機
燃料取替機デジタル荷重表示器用自動電圧調整装置において、２次側電圧の低下（正常値
約１００Ｖのところ６０．２Ｖ）が認められたため、当該装置を点検・修理。

ＧⅢ

3 3号機
中央制御室煙感知器連動防火ダンパーにおいて、全７台中１台に動作不良（開固着）が認め
られたため、当該防火ダンパーを点検・修理。

ＧⅢ

4 4号機
非常用ディーゼル発電設備（Ｂ）機関シリンダーＮｏ．１１排気弁Ｎｏ．２１において、弁箱の冷
却水継手Ｏリング勘合部に腐食が認められたため、当該排気弁弁箱を交換。

ＧⅢ

5
1･2号廃棄物

処理設備
高電導度廃液系濃縮器（Ｂ）出口ライン洗浄水圧力指示計において、指示値のオーバース
ケール（目盛板上限値超え）が認められたため、当該圧力計を点検・修理。

ＧⅢ

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為（判断）とは異なる行為（判断）を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

そ の 他：

区分　Ⅲ：

区分　Ⅰ：

区分　Ⅱ：
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